
●新たな営業許可・営業届出制度で設定されている経過措置（許可取得の一定期間の猶予など）は、業種等に応じて適用されます。

●ご自身の営業施設に適用される経過措置の概要は、以下のフローでご確認ください。不明な点があれば、保健所までご相談ください。

令和３年５月31日時点で営業している営業者への経過措置

★経過措置なし

経過措置はありません。

営業開始前に、許可取得又

は届出を行ってください。

２ 旧制度で営業許可が必要な

業種ですか？

令和３年５月３１日時点で営業を

行っていましたか？

スタート１

はい

いいえ

いいえ

★経過措置①

●旧制度による営業許可の

有効期間満了日までは

現在の営業を続けることが

できます。

●有効期間満了日までに

新制度の許可に移行する必要

があります。

●新制度移行に必要な手続きは、

有効期間満了日が近くなった

時期に保健所から個別に

お知らせします。

★経過措置②

●あらためて保健所に届出を

行う必要はありません。

（自動的に、令和３年６月１日

に届出をおこなったことと

なります。）

★経過措置③

●許可取得が３年間猶予され

ます。

遅くとも、令和６年５月31日

までに新制度の許可を取得

してください。

※なお、許可を取得するため

には施設基準を満たす必要

がありますので、お早めに

保健所にご相談ください。

★経過措置④

●届出が６か月間猶予され

ます。

遅くとも、令和３年11月

30日までに届出を行って

ください。

はい

届出 届出

３-２
新制度で営業許可が必要な業種ですか？

それとも、営業届出が必要な業種ですか？

３-１
新制度で営業許可が必要な業種ですか？

それとも、営業届出が必要な業種ですか？

許可 許可
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